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0
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号





産物方日記

落
し
て
い
る
。
な
お
、
各
文
書
の
日
付
は
「
酉

0
月
0
日
」
と
記

で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
事
情
で
翌
年
一
月
七
日
ま
で
の
記
事
が
脱

迄
）
の
「
産
物
方
日
記
」
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
も
と
も

編
纂
所
所
蔵
）

で
調
べ
て
見
る
と
、
実
は
こ
の
文
書
は
千
六
百
六

号
で
「
咸
豊
十
年
ヨ
リ
十
一
年
迄
」
（
万
延
元
年
ヨ
リ
文
久
元
年

と
一
八
六

0
年
（
万
延
元
）

の
元
日
か
ら
記
載
さ
れ
て
い
た
は
ず

文
書
課
蔵
本
明
治
三
十
六
年
八
月
謄
写
」
、

の
ち
東
京
大
学
史
料

手
が
か
り
に
『
旧
琉
球
藩
評
定
所
書
類
目
録
』
（
「
内
務
省
総
務
局

豊
拾
」
、
朱
筆
で
「
文
久
元
年
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を

の
表
題
紙
の
一
部
と
思
わ
れ
る
断
片
が
残
っ
て
い
て
、
「
大
清
咸

ヨ
リ
道
光
三
十
年
ヨ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
原
本

「
諸
外
国
卜
琉
球
卜
条
約
井
二
往
復
書
類
」
、
年
代
は
「
嘉
永
三
年

こ
の
文
書
は
、
表
紙
に
千
八
百
七
号
と
あ
っ
て
、
文
書
名
は

解

題

載
さ
れ
て
い
る
が
、

5
3
.
5
4
.
5
5
の
文
書
に
「
文
久
元
年
酉
七
月
」

東
京
大
学
法
学
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ

7
 

4
 

ら
は
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
前
記
の
目
録

3

―
二
九
四
号
（
一
八
四
二
年
）

―
二
八

0
号
（
一
八
四

0
ー
四
一
年
）

―
二
五
九
号
(
-
八
三
八
！
三
九
年
）

―
一
九

0
号
(
-
八
三
四
ー
三
五
年
）

―
―
七
二
号
(
-
八
―
ニ
ニ
ー
三
三
年
）

1
0九
五
号
(
-
八
二
四
ー
ニ
五
年
）

1
0七
九
号
(
-
八
二
＿
―
！
二
三
年
）

1
0六
八
号
(
-
八
一
五
ー
ニ
―
年
）

1
0四
七
号
(
-
八
一
八
ー
一
九
年
）

方
日
記
」
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

前
記
の
『
旧
琉
球
藩
評
定
所
書
類
目
録
」
の
中
に
左
記
の
「
唐
物

「
産
物
方
」
は
、
も
と
も
と
「
唐
物
方
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

は
確
か
で
あ
る
。

明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
前
記
の
「
産
物
方
日
記
」
で
あ
る
こ
と

と
あ
り
、
ま
た
93
の
文
書
に
も
「
辛
酉
十
二
月
朔
日
」
と
干
支
が



る
「
産
物
方
」
に
関
す
る
一
連
の
文
書
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

年
間
を
除
き
、

一
八
四
六
年
か
ら
一
八
六
九
年
ま
で
の
間
に
お
け

か
く
「
産
物
方
日
記
」
は
、

一
八
六
四
年
か
ら
六
七
年
ま
で
の
四

「
産
物
方
日
記
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
解
せ
な
い
が
、
と
も

右
の
一

0
1
0
号
が
、
目
録
に
は
「
唐
物
方
日
記
」

一
六
八
七
号

（
一
八
六
八
ー
六
九
年
）

一
六
二
三
号
(
-
八
六
ニ
ー
六
三
年
）

一
六

0
六
号
(
-
八
六

0
i
六
一
年
）

一
五
九

0
号
(
-
八
五
八
ー
五
九
年
）

一
五
六
一
号
(
-
八
五
六
！
五
七
年
）

一
五
二
五
号
(
-
八
五
四
ー
五
五
年
）

一
五

0
七
号
(
-
八
五
三
年
）

一
四
八
四
号
（
一
八
四
七

i
五
二
年
）

一
四
八
三
号
（
一
八
四
七

i
五
二
年
）

一
三
八
四
号
(
-
八
四
六
ー
四
七
）

I
O
I
 0
号
(
-
八
二
六
ー
ニ
七
年
）

い
た
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
な
く

に
よ
れ
ば
、
そ
の
ほ
か
に
左
記
の
「
産
物
方
日
記
」
が
含
ま
れ
て

た
い
。

要
と
思
わ
れ
る
事
項
に
関
し
て
略
述
し
て
責
め
を
塞
ぐ
こ
と
に
し

こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
一
六

0
六
号
の
各
文
書
の
中
で
特
に
重

人
の
配
置
等
に
つ
い
て
は
、
右
の
解
題
・
解
説
を
御
覧
い
た
だ
＜

緯
等
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
産
物
方
」

の
組
織
形
態
及
び
役

説
」
の
中
で
「
産
物
方
」
に
つ
い
て
、

一
八
二

0
年
代
以
来
の
経

物
方
日
記
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
小
野
ま
さ
子
氏
が
そ
の
「
解

世
那
覇
関
係
資
料
（
古
文
書
編
）
の
中
に
、

一
八
五

0
年
の

「産

し
く
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
『
那
覇
市
史
』
資
料
編
第
一
巻
九
近

そ
れ
を
設
置
し
た
目
的
と
機
構
及
び
組
織
形
態
等
に
つ
い
て
く
わ

見
山
和
行
氏
が
同
十
六
巻
所
収
の
一
六
八
七
号
の
解
題
の
中
で
、

所
文
書
』
第
二
巻
所
収
の
一
三
八
四
号
の
解
題
の
中
で
、
ま
た
豊

「
産
物
方
」
に
つ
い
て
は
、
高
良
倉
吉
氏
が

八
四
号
は
東
京
大
学
法
学
部
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
が
、

四
号
・
一
六

0
六
号
・
一
六
八
七
号
の
三
号
だ
け
で
あ
る
。

号
・
一
六
八
七
号
は
警
察
庁
旧
蔵
（
現
在
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）

の
文
書
で
あ
る
。

『
琉
球
王
国
評
定

右
の
「
産
物
方
日
記
」

の
う
ち
現
在
残
っ
て
い
る
の
は
、

一
六

0
六

一
四
八四

348 



産物方日記

十
八
日
の
両
日
に
産
物
方
か
ら
「
古
昆
布
」
三
万
二
三
一
三
斤

（
五
六
六
俵
）
、
「
新
昆
布
」
＋
七
万
七
八
一
七
万
斤
六
合
（
二
四

四
三
一
七
貫
六
六
三
文
分
、
「
新
昆
布
」
は
こ
の
年
(
-
八
六
一

年
）
の
も
の
で
丁
銭
一
万
八
六
八
三
貫
七
三
五
文
分
で
あ
る
。
こ

購
入
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
な
に
し
ろ
量
が
多
く
、
直
ち
に
代
銭

舎
・
オ
府
ら
は
、
同
年
六
月
に
産
物
方
に
昆
布
の
代
銭
の
う
ち
丁

に
よ
れ
ば
、
船
頭
他
接
貢
船
定
加
子
・
佐
事
ら
十
四
人
は
、
昆
布

の
代
銭
の
う
ち
丁
銭
三
千
貫
の
延
納
を
願
い
出
て
い
た
こ
と
が
分

銭
一
万
貫
文
の
延
納
を
願
い
出
て
い
る
。
ま
た
、
駆
の
「
口
上
覚
」

如
の
「
口
上
覚
」
に
よ
れ
ば
、
前
記
の
脇
筆
者
・
大
筆
者
・
官

延
期
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
て
い
る
。

を
支
払
っ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
支
払
い
の
期
限
を
六
月
ま
で

れ
ら
の
昆
布
は
、
同
年
秋
の
接
貢
船
で
中
国
に
持
ち
渡
る
た
め
に

の

「
古
昆
布
」
は
前
年
鹿
児
島
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
丁
銭

一
八
俵
）
の
購
入
を
申
請
し
て
い
る
。

34
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
右

大
筆
者
・
官
舎
・
オ
府
の
四
名
は
、

一
八
六
一
年
三
月
十
七
日

る
文
書
で
あ
る
。

叩
．
叫
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
接
貢
船
脇
筆
者
・

叩
・
霊
•
3
4
.
5．駆
．5
2．
5
5は
、

い
ず
れ
も
昆
布
に
関
す

な
お
、

貫
文
、
定
加
子
六
人
で
三
百
貫
文
で
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。

34
の
文
書
に
昆
布
の
代
銭
は
二
万
八
九
二
貫
一
八

0
文

の
う
ち
約
六
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
は
延
納
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
内
訳
の
合
計
と
誤
差
が
あ
る
が
）

つ
い
で

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

，
 

4
 

3
 

は
、
船
頭
が
二
千
貫
文
、
佐
事
七
人
（
八
人
の
誤
り
か
）

で
七
百

し
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
丁
銭
三
千
貫
の
内
訳

ほ
か
接
貢
船
定
加
子
・
佐
事
ら
十
四
人
の
願
い
が
容
れ
ら
れ
て
差

の
「
証
文
」
も
、
前
記
駆
の
「
口
上
覚
」

の
中
に
出
て
い
た
船
頭

れ
て
、
翌
七
月
に
証
文
を
差
し
出
し
た
こ
と
分
か
る
。
ま
た
、

55 

に
あ
っ
た
脇
筆
者
・
大
筆
者
・
官
舎
・
オ
府
ら
の
願
い
が
容
れ
ら

52
の

「
御
請
証
文
」
に
よ
っ
て
、
前
記
5
の
「
口
上
覚
」
の
中

息
で
延
納
す
る
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。

も
、
来
年
の
夏
に
中
国
か
ら
帰
っ
て
来
る
ま
で
の
間
、

一
割
の
利

で
借
銭
の
目
当
て
が
な
く
、
云
々
」
と
強
調
し
て
い
る
。
両
方
と

か
る
。
前
者
は
「
私
共
は
皆
貧
乏
で
、
他
か
ら
銭
を
借
り
て
中
国

ま
な
ら
ず
、
云
々
」
と
釈
明
し
、
後
者
も
ほ
ぼ
同
様
の
言
い
訳
を

し
た
あ
と
、
「
金
回
り
が
悪
い
上
に
、
進
貢
船
も
後
れ
て
い
る
の

へ
の
渡
航
の
準
備
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
回
は
借
銭
も
ま



86の

「
口
上
覚
」
（
「
乍
恐
奉
願
候
口
上
覚
」
）

容
れ
ら
れ
て
七
月
に
差
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

は
ヽ

一
八
五
六

七
月
に
差
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

は
、
い
つ
願
い
出
た
か
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
同
年

53の

「
証
文
」

銭
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。

54
の
「
証
文
」
は
、
そ
の
願
い
が

う
た
め
に
融
通
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
、
丁
銭
四
千
貫
文
の
借

借
り
入
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
の
で
、
例
年
通
り
の
注
文
品
を
買

主
・
大
五
主
ら
が
同
年
六
月
に
、
「
こ
の
ご
ろ
は
銭
が
払
底
し
て

「
口
上
覚
」

は
、
四
方
目
・
三
方
目
・
南
風
千
子
・
時
・
脇
五

産
物
方
に
差
し
出
し
た
借
銭
願
い
と
そ
の
証
文
で
あ
る
。

48の

4
8
.
5
3
.
5
4
の
各
文
書
は
、
同
年
秋
の
接
貢
船
の
乗
組
員
ら
が

銭
は
小
唐
船
で
持
ち
帰
っ
た
品
物
の
代
銭
の
約
四
九
•
五
パ
ー
セ

し
て
鹿
児
島
で
売
り
捌
か
れ
る
品
）

は
丁
銭
三
万
二
九
八
五
貫
五

二
六
文
分
で
あ
っ
た
。
銭
高
で
単
純
に
比
較
す
れ
ば
、
昆
布
の
代

ン
ト
で
あ
っ
た
。

る
品
）

は
丁
銭
九
二
四
五
貫
五
五
三
文
分
、
「
御
商
法
方
」

（
主
と

ち
帰
っ
た

「
御
内
用
方
」
（
首
里
王
府
の
内
部
で
必
要
と
し
て
い

に
い
え
ば
、

50の

「覚」

に
よ
れ
ば
、

同
年
の
夏
に
小
唐
船
で
持

と
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

（
仲
地

哲
夫
）

な
い
が
、

一
八
五

0
年
代
後
半
の
中
国
貿
易
の
事
情
を
示
す
も
の

借
銭
の
延
納
願
い
で
あ
る
か
ら
、
多
少
の
誇
張
は
な
い
と
は
い
え

の
商
人
に
足
元
を
見
ら
れ
て
買
い
た
た
か
れ
、
け
っ
き
ょ
く
「
利

不
安
か
ら
取
り
引
き
に
応
ず
る
者
が
少
な
く
、

し
た
が
っ
て
那
覇

中
国
各
地
で
「
兵
乱
」
が
続
い
て
い
た
の
で
、
商
人
ら
も
先
行
き

人
が
中
国
市
場
に
品
物
を
大
量
に
持
ち
込
ん
だ
た
め
に
、
昆
布
そ

の
他
の
商
品
の
値
段
が
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
お
ま
け
に

で
の
買
値
よ
り
も
安
い
値
段
で
売
り
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。
短
期
間
で
売
り
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
中
国

潤
と
て
一
切
こ
れ
な
く
」
と
い
う
始
末
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

右
の
「
口
上
覚
」
に
よ
れ
ば
、

一
八
五
八
年
当
時
、
オ
ラ
ン
ダ

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

条
件
が
い
く
つ
も
重
な
っ
て
、
丁
銭
五
百
貫
文
の
返
済
が
滞
っ
て

一
八
五
八
年
の
渡
唐
の
際
は
取
り
引
き
で
損
失
を
被
る
な
ど
、
悪

゜

年
の
小
唐
船
の
船
頭
が
、
薩
摩
の
山
田
市
左
衛
門
か
ら
丁
銭
千
貫

5
 

3
 

文
を
借
り
て
中
国
に
渡
っ
た
が
、
帰
帆
の
途
中
で
遭
難
し
た
り
、




